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川崎市 環境局 地球環境推進室

川崎市における気候変動適応策について
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資料7-3地方公共団体取組紹介（川崎市の取組事例）

川崎市の地球温暖化対策等に関する条例・主な計画

◆ 川崎市地球温暖化対策の

推進に関する条例の施行（2010年4月）

◆ 川崎市地球温暖化対策推進
基本計画の策定（2010年10月）
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・「パリ協定」、国の「地球温暖化対策計画」策定を踏まえた新たな温室効果

ガス排出量削減目標の設定

・気候変動適応策基本方針を基本計画に統合し、緩和・適応両面での対策を

推進。

・2018年12月1日付で気候変動適応法に基づく地域気候変動適応計画に位置

付け

◆ 川崎市気候変動適応策
基本方針（2016年6月策定）

緩和策の計画

適応策の考え方の
整理

◆ 川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定（2018年3月）



○川崎温暖化対策推進会議
（ＣＣ川崎エコ会議）
平成２０年７月、全市の多様な主体による
地球温暖化対策のネットワーク組織として設立
市民団体・事業者・学校等、１００余の団体が加盟

○川崎市地球温暖化防止
活動推進センター

平成２２年１２月、啓発活動、広報、推進員
の活動支援、市民や事業者からの相談など
を行う支援組織であり、市内ＮＰＯ法人を指定

○川崎市地球温暖化防止
活動推進員

市民・事業者・行政と連携・協働しながら、
地球温暖化対策の実践活動や普及啓発
を推進する。

連携・協働

○川崎市温暖化対策庁内
推進本部
平成２０年２月、市自らが温暖化対策を積極的に
牽引するため、市長を本部長とし、具体的な対策
を実施する推進組織として設置

地域住民等との連携体制

行政の推進体制

各主体が協働した取組を推進

川崎の温暖化戦略ネットワークの推進

計画の推進体制
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基本計画に位置付けた主な適応策

１ 治水・水害対策の推進
気候変動による短時間強雨に対応するため、洪水に対応した河道整備
や雨水流出抑制施設等を活用した流域対策、また防災意識の向上など、
総合的な治水・浸水対策を推進していく。

２ 熱中症対策の推進
気温上昇による熱中症を予防するため、熱中症患者の発生状況の把
握、健康情報の提供による普及啓発など、子供や高齢者等への熱中症対
策を推進していく。

３ 感染症対策の推進
蚊が媒介する感染症対策として、蚊の発生を防ぐ対策等を進めていく。

４ 暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進
暑熱環境の緩和に資する緑・水の確保、地表面被覆の改善、風の道の
形成や排熱の抑制等の対策を推進していく。

５ 気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進
市内の気温や降水量の継続的な測定による気候変動状況の把握や暑
熱に関する調査・研究を実施し、市民・事業者に対する情報提供を推進し
ていくとともに、国の適応計画に示された取組について、川崎市の特性を
踏まえながら適切に対応していく。
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適応策の取組例①
○治水・水害対策の例
時間雨量５０mm（３年に１回程度）
の降雨に対応できる河川改修など
を推進

○熱中症対策の例
健康情報の提供による普及啓発
などを推進

○感染症対策の例
デング熱など蚊が媒介する感染症対
策などの予防対策の推進

（公財）河川財団や民間事業者と連
携した熱中症予防対策講座の開催
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適応策の取組例②
○暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の例 緑の保全、緑化の推進

事業所の緑化地 多摩丘陵軸の緑の保全

○気候変動適応策に関する理解の向上

川崎フロンターレホームゲームイベント
での気候変動についての普及啓発

○気候変動に関する調査研究

「川崎市気候変動レポート」
（川崎市環境総合研究所）



今後の取組

○ 今後行われる、国の将来予測や影響評価、国の気候変動適応計画の変更
を踏まえ、川崎市地球温暖化対策推進基本計画に位置付けた取組等の見直
しを検討

○ 気候変動適応法に基づく地域気候変動適応センター
・庁内の適応策所管課のヒアリング等を通じて、川崎市として取り組むべき
事項を整理

● 国への要望
各都市で共通して使用するような気温などの将来予測について、同じような作
業を自治体単位で行うことは非効率であるため、A-PLATなどでまとめて情報を
提供していただけると助かります。

○ 計画進行の管理
・川崎市地球温暖化対策推進基本計画の取組状況を年次報告書として取りま
とめ、川崎市環境審議会に報告し、意見を聴取するとともに、公表する。
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ご静聴 有り難うございました
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